
実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

社会福祉学部

スポーツ健康福祉学科

学科・専攻
実務経験のある教員等

による授業科目
科　目　名 開講年 必修 選択 自由

スポ 全学共通科目 国際保健福祉論 2 2

スポ 全学共通科目 日向国地域論 1 2

スポ 全学共通科目 ボランティア活動 1 2

スポ 学部等共通科目 キャリア教育 1 2

スポ 学部等共通科目 コミュニケーション論 1 2

スポ 学部等共通科目 基礎統計学 2 2

スポ 学部等共通科目 社会福祉の基礎 1 2

臨床福祉学科

学科・専攻
実務経験のある教員等

による授業科目
科　目　名 開講年 必修 選択 自由

臨福 全学共通科目 国際保健福祉論 2 2

臨福 全学共通科目 日向国地域論 1 2

臨福 全学共通科目 ボランティア活動 1 2

臨福 学部等共通科目 キャリア教育 1 2

臨福 学部等共通科目 コミュニケーション論 1 2

臨福 学部等共通科目 基礎統計学 2 2

臨福 学部等共通科目 社会福祉の基礎 1 2

14単位数　合計

単位数　合計 14



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

保健科学部

作業療法学科

学科・専攻
実務経験のある教員等

による授業科目
科　目　名 開講年 必修 選択 自由

作業 全学共通科目 国際保健福祉論 2 2

作業 全学共通科目 キャリア教育 2 2

作業 学部等共通科目 教育学 1 2

作業 専門教育科目 教育学 2 2

作業 専門教育科目 リハビリテーション医学 2 2

作業 専門教育科目 老年医学 2 2

作業 専門教育科目 小児科学 2 2

言語聴覚療法学科

学科・専攻
実務経験のある教員等

による授業科目
科　目　名 開講年 必修 選択 自由

言語 全学共通科目 国際保健福祉論 2 2

言語 全学共通科目 キャリア教育 2 2

言語 専門教育科目 精神医学 3 2

言語 学部等共通科目 教育学 2 2

言語 専門教育科目 音声学 1 2

言語 専門教育科目 リハビリテーション医学 2 2

言語 専門教育科目 スピーチ・リハビリテーション 2 2

視機能療法学科

学科・専攻
実務経験のある教員等

による授業科目
科　目　名 開講年 必修 選択 自由

視機能 専門教育科目 外眼筋の作用と眼球運動 2 2

視機能 専門教育科目 両眼視の基礎 2 2

視機能 専門教育科目 視能障害学Ⅱ 2 2

視機能 専門教育科目 視能障害学Ⅲ 2 2

視機能 専門教育科目 視能リハビリテーション学演習 3 2

視機能 専門教育科目 屈折学各論実習Ⅰ 3 2

視機能 専門教育科目 屈折学各論実習Ⅱ 3 2

臨床工学科

学科・専攻
実務経験のある教員等

による授業科目
科　目　名 開講年 必修 選択 自由

臨工 全学共通科目 国際保健福祉論 2 2

臨工 全学共通科目 キャリア教育 2 2

臨工 学部等共通科目 教育学 2 2

臨工 専門教育科目 病理学 3 2

臨工 専門教育科目 臨床感染免疫学 3 2

臨工 専門教育科目 生化学 2 2

臨工 専門教育科目 臨床感染免疫学 3 2

単位数　合計 14

単位数　合計 14

単位数　合計 14

単位数　合計 14



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

薬学部

薬学科

学科・専攻
実務経験のある教員等

による授業科目
科　目　名 開講年 必修 選択 自由

薬 全学共通科目 国際保健福祉論 2 2

薬 全学共通科目 日向国地域論 1 2

薬 全学共通科目 ボランティア活動 1 2

薬 学部等共通科目 キャリア教育 1 2

薬 学部等共通科目 コミュニケーション論 1 2

薬 学部等共通科目 英語Ⅰ 1 2

薬 学部等共通科目 英語Ⅱ 1 2

薬 学部等共通科目 物理学Ⅰ 1 1

薬 学部等共通科目 物理学Ⅱ 1 1

薬 学部等共通科目 生物学 1 1

薬 学部等共通科目 薬学数学 1 1

薬 専門科目 一般用医薬品学演習 5 1

動物生命薬科学科

学科・専攻
実務経験のある教員等

による授業科目
科　目　名 開講年 必修 選択 自由

動物生命 全学共通科目 国際保健福祉論 2 2

動物生命 全学共通科目 日向国地域論 1 2

動物生命 全学共通科目 ボランティア活動 1 2

動物生命 学部等共通科目 社会学 1 2

動物生命 学部等共通科目 キャリア教育 1 2

動物生命 専門科目 薬理学Ⅰ 2 2

動物生命 専門科目 薬理学Ⅱ 2 2

単位数　合計 19

単位数　合計 14



実務経験のある教員等による授業科目の一覧表

生命医科学部

生命医科学科

学科・専攻
実務経験のある教員等

による授業科目
科　目　名 開講年 必修 選択 自由

生命医科 全学共通科目 国際保健福祉論 2 2

生命医科 全学共通科目 日向国地域論 1 2

生命医科 全学共通科目 ボランティア活動 1 2

生命医科 学部等共通科目 分子生物学 1 2

生命医科 学部等共通科目 キャリア教育 2 2

生命医科 学部等共通科目 情報科学概論 2 2

生命医科 学部等共通科目 生物学 1 2

臨床心理学部

臨床心理学科

学科・専攻
実務経験のある教員等

による授業科目
科　目　名 開講年 必修 選択 自由

生命医科 全学共通科目 国際保健福祉論 2 2

生命医科 全学共通科目 日向国地域論 1 2

生命医科 全学共通科目 ボランティア活動 1 2

生命医科 学部等共通科目 分子生物学 1 2

生命医科 学部等共通科目 キャリア教育 2 2

生命医科 学部等共通科目 情報科学概論 2 2

生命医科 学部等共通科目 生物学 1 2

通信教育部

　社会福祉学部　臨床福祉学科

学科・専攻
実務経験のある教員等

による授業科目
科　目　名 開講年 単位数 授業形態 備考

通信教育部
社会福祉学部

専門教育科目 相談援助の基盤と専門職 1 4 T

通信教育部
社会福祉学部

専門教育科目 相談援助の理論と方法Ⅰ 1 2 T

通信教育部
社会福祉学部

専門教育科目 相談援助の理論と方法Ⅱ 2 2 T

通信教育部
社会福祉学部

専門教育科目 地域福祉の理論と方法 2 4 T

通信教育部
社会福祉学部

専門教育科目 権利擁護と成年後見制度 3 1 T

14

単位数　合計 13

T:ﾃｷｽﾄ科目

S:ｽｸｰﾘﾝｸﾞ
科目

M:ﾒﾃﾞｨｱ科
目

TS:ﾃｷｽﾄ･ｽ
ｸｰﾘﾝｸﾞ科目

単位数　合計 14

単位数　合計
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本講座では、社会福祉士と精神保健福祉士の役割と意義や専門職の概念と範囲及び専門職倫理を理解  

します。さらに、相談援助の歴史的形成過程から、理論と実践により獲得してきた理念を学びます。 

そのことから、今日求められている地域を基盤とした「総合的かつ包括的な相談援助」の全体像を理解し、

相談援助の基盤となる専門的機能の内容を学び、専門職としてのあり方を考えていきます。 

全体を通して、相談援助の専門職としての価値、知識、技術の捉え方を体系化し説明できるようになりま  

しょう。 

添削課題は、テキストを基本として作成しています。各章に該当するテキスト巻末の索引を利用して、テキ

ストを活用しながら添削課題に取り組み、全体を把握するようにしてください。  

科目単位認定試験により評価。 

1) 社会福祉士、精神保健福祉士の役割と意義について説明できる。 

2) 相談援助の概念と範囲について説明できる。 

3) 相談援助の理念と権利擁護の意義と範囲について説明できる。 

4) 相談援助に係る専門職と専門職倫理について説明できる。 

5) 総合的かつ包括的な援助と多職種連携について説明できる。 

 科目担当（川﨑）は、社会福祉士として行政や社会福祉協議会等での実践現場 5 年以上の経験に基づき、相談

援助の基本的概念や専門職に求められる基本的知識を修得することを目的に添削指導を行う。  

 
 
 

 
担当教員  川﨑 順子 

■使用テキスト 
福祉士養成講座編集委員会(編) 

『新･社会福祉士養成講座第6巻 相談援助の基盤と専門職 第3版』中央法規出版 2015

◆参考テキスト  

 
講義概要・一般目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

到達目標
 
 
 
 
 
 
 

実務経験のある教員による教育 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価方法
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相談援助の基盤と専門職 
専門教育科目／4 単位／Ｔ授業 
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ソーシャルワーク実践における価値について学び、人権尊重、社会正義、権利擁護等の価値基盤ついて理解

する。 

ソーシャルワーク実践において重要となる理念（クライエントの自己決定、自立支援、エンパワメント、ス

トレングス視点、ノーマライゼーションと社会的包摂等）について学ぶ。さらに、それぞれの理念をソーシャ

ルワーク実践と結びつけて理解する。 

1940 年代以降のソーシャルワークの展開について学び、総合的かつ包括的な相談援助につながる専門職化

への道程、統合化の歩み、ジェネラリスト・ソーシャルワークの成立について理解を深める。 

社会福祉士および精神保健福祉士の役割と意義について概観する。地域を基盤としたソーシャルワークが必

要となってきた背景を理解するために、現代社会と地域生活の概要を学ぶ。 

ソーシャルワークの定義を学ぶことによって、ソーシャルワークの目的を理解し、ソーシャルワークの介入

や活動範囲、さらにソーシャルワークを構成する要素について学ぶ。 

ソーシャルワークが発展してきた源流およびソーシャルワークの基礎確立期について理解を深める。 

専門職倫理の概念、日本社会福祉士会倫理綱領および全米ソーシャルワーカー協会の倫理綱領の内容と意義

と活用のあり方について学ぶ。さらに、倫理的ジレンマにおける倫理的判断過程について理解する。 

総合的かつ包括的な相談援助が求められる背景、基本的視座、機能について学ぶ。総合的かつ包括的な相談

援助の特質として、本人の生活の場で援助を展開すること・援助対象者を拡大していくこと・予防的かつ積極

的な支援をすること・ネットワークにおける連携と協働を行うことが必要であることを理解する。 

ジェネラリスト・ソーシャルワークやその特質（点と面との融合、システム思考とエコシステム、本人主体、

ストレングスパースペクティブ、マルチシステム）について理解を深める。 

学習指導
 
第 1 章 社会福祉士の役割と意義 

この章ポイント 

 

 

 

第 2 章 相談援助の定義と構成要素 
この章ポイント 

 

 

 
第 3 章 相談援助の形成過程Ⅰ 

この章ポイント 

 

 

第 4 章 相談援助の形成過程Ⅱ 

この章ポイント 

 

 

 
第 5 章 相談援助の理念Ⅰ 

この章ポイント 

 
 

 

第 6 章 相談援助の理念Ⅱ 

この章ポイント 

 
 

 

 

第 7 章 専門職倫理と倫理的ジレンマ 

この章ポイント 

 

 

 

第 8 章 総合的かつ包括的な相談援助の全体像 

この章ポイント 

 

 

 

 

第 9 章 総合的かつ包括的な相談援助を支える理論 

この章ポイント 
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専門職の成立条件や、ソーシャルワーカーの専門職としての独自性や専門領域、また、職能団体の役割や活

動について学ぶ。さらに、さまざまな分野ではたらく相談援助専門職について理解を深める。 

総合的かつ包括的な相談援助の具体的展開について、事例を用いて理解する。 

第 10 章 相談援助にかかる専門職の概念と範囲 

この章ポイント 

 
 
 
第 11 章 総合的かつ包括的な相談援助における専門的機能 

この章ポイント 
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本講座では、「相談援助の基盤と専門職」で学んだ内容について基礎的な項目を再度復習すると共に、実践

に近づけることを目的に事例を中心として授業を展開していく。 

そこで、本講座受講生は、能動的に事例に取り組み、即ち自らがソーシャルワーカーの立場として課題に取

り組むことを期待します。 

課題の提示の方法としては、基礎的な項目に対する知識の再点検と事例を下にどのような援助計画や実践を

提示していくかということを問う内容を提示していきます。 

さらに、制度・政策的な流れについても理解を深め、ソーシャルワーク展開の分野についての特徴について

も合わせて理解を深めて下さい。 

科目単位認定試験により評価。 

1) 本講座では、相談援助の基礎的なことを再度確認することで、ソーシャルワーカーにとって「相談援助」の

  展開過程を説明できる 

2) 他の専門職が行う「相談」と何がどう違うのかを理解し、その特徴についても合わせて説明できる 

 科目担当（兒﨑）は、福祉現場である特別養護老人ホームに 3 年、地域包括支援センターに 13 年という期間、

社会福祉士として実務経験を担ってきた。このような実務経験に基づき、実践に必要な相談援助の理論と方法に

ついての知識を修得することを目的に添削指導を行う。 

 
 
 
 
担当教員  兒﨑 友美 

■使用テキスト 
福祉士養成講座編集委員会(編) 

『新・社会福祉士養成講座第7巻 相談援助の理論と方法Ⅰ 第３版』中央法規出版 2015 

◆参考テキスト  

 
講義概要・一般目標 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

到達目標
 
 
 
 
 
 

実務経験のある教員による教育 
 
 
 
 
 
 
 

評価方法
 
 

相談援助の理論と方法Ⅰ 
専門教育科目／2 単位／Ｔ授業 
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本章では、相談援助の展開過程について事例に沿って、具体的に理解を深めることを目的とする。その際、

アセスメントの内容によって、援助計画に大きく影響を及ぼすことを理解し、援助を展開する必要性があるこ

とにも留意して欲しい。 

前章に引き続き、相談援助展開過程について、特にモニタリング、再アセスメント、支援の展開の強化、支

援の終結、評価ということについて理解を深めることを目的としている。その際、ミクロ、メゾ、マクロ展開

の視点を持つことも重要である。 

本章では、援助関係に焦点を当て、その構造とラポール形成のあり方、さらに援助対象規模について理解す

る。さらに、効果的な援助関係形成の実践理論と実践過程のあり方について理解を深める。 

本章では、ソーシャルワークの構造と機能について理解する。その際、人と環境との関係について構造的に

理解することが必要である。さらに、人、家族、小集団・組織、地域社会に有している力（ストレングス）の

理解とアプローチの対象としての構造も理解する。 

本章では、人とその環境の相互作用について理解し、対象を把握する力を獲得することを目的としている。

特に、ソーシャルワーク理論の一つの視座である、一般システム理論を理解するとともに、具体的な事例、身

近な場面で活用できることも目的としている。 

本章では、ソーシャルワーク援助過程における、アウトリーチについて理解を深めることを目的とする。ア

ウトリーチ手法は今後ますます必要とされることが予測され、特に地域包括支援センターの社会福祉士にとっ

て重要な手法でもある。 

本章では、「ソーシャルワークとは何か」について学ぶことを目的としている。テキスト内の事例を基に、

ソーシャルワークの定義、枠組み、ソーシャルワークの構成について理解し、ソーシャルワーカーが所属する

機関による、ソーシャルワーク実践過程の相違についても理解する。 

 

学習指導
第 1 章 相談援助とは 

この章ポイント 

 

 

 

 

第 2 章 相談援助の構造と機能 
この章ポイント 

 

 

 

 
第 3 章 人と環境の交互(相互)作用 

この章ポイント 

 

 

 
 
第 4 章 相談援助における援助関係 

この章ポイント 

 

 

 
第 5 章 相談援助の展開過程Ⅰ 

この章ポイント 

 
 

 

 

第 6 章 相談援助の展開過程Ⅱ 

この章ポイント 

 
 

 

 

第 7 章 相談援助のためのアウトリーチの技術 

この章ポイント 
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本講座では、社会福祉援助技術Ⅰで学んだ内容について基礎的な項目を再度復習すると共に、実践に近づけ

ることを目的に事例を中心として授業を展開していく。 

そこで、本講座受講生は、能動的に事例に取り組み、即ち自らがソーシャルワーカーの立場として課題に取

り組むことを期待します。 

課題の提示の方法としては、基礎的な項目に対する知識の再点検と具体的な事例に適応させる力を問い、さ

らに、制度・政策的な流れについても理解を深め、ソーシャルワーク展開の分野についても理解を深めること

を目的として提示しています。 

科目単位認定試験により評価。 

1) 本講座では、社会福祉援助技術論Ⅰで学んだ内容をより実践に近い事例等で具体的にソーシャルワークを展

  開する力を修得できる 

2) それぞれのソーシャルワークの展開過程で何がポイントであるかを説明できる 

科目担当（鹿嶋）は、社会福祉士として知的障がい、児童（スクールソーシャルワーカー）等で 20 年の実務経

験があり、その経験に基づき実践に必要な相談援助の理論と方法についての知識を修得することを目的に添削指

導を行う。 

 
 
 
 
担当教員  鹿嶋 隆志 

■使用テキスト 
福祉士養成講座編集委員会(編) 

『新･社会福祉士養成講座第7巻 相談援助の理論と方法Ⅰ 第３版』中央法規出版 2015

◆参考テキスト  

 
講義概要・一般目標 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
到達目標

 
 
 
 
 

実務経験のある教員による教育 
 
 
 
 
 

評価方法
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相談援助の理論と方法Ⅱ 
専門教育科目／2 単位／Ｔ授業 
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本章では、ソーシャルワーク過程で重要な位置を占める、面接についてその手法と効果的な面接のあり方に

ついて理解し、習得することを目的としている。さらに本学習を通して、面接の意義、目的、構造、方法、技

術について再確認する。 

本章では、ソーシャルワークの記録の意味、必要性、記録作成に必要な技術、保存、活用のあり方について理

解を深める。ソーシャルワークの記録は、重要な業務の一つであり、その機能は今後さらに重要になってくる。 

本章では、アセスメントに基づく援助プランの進捗をモニターする方法について具体的に理解する。さらに

モニターから得られた情報に基づき、再アセスメントを行うことによる援助計画の修正・強化の手順について

理解する。さらに援助の有効性を測定するリサーチ・デザインや分析方法について理解する。 

本章では、ソーシャルワークにおけるアセスメントの特性、アセスメント面接を支える援助的関係のあり方、

アセスメントを支える面接時の言語的表現を理解するとともに、アセスメントツールである、ジェノグラム、

エコマップについて活用できる力を獲得する。 

本章では、ソーシャルワーク介入の意義と目的、さらに介入ターゲットを理解することを目的としている。

介入の技術の留意点としては、直接的介入及び間接的介入の方法を・技術を習得し、介入に留意的については、

クリティカル・シンカーである必要性とエビデンス・ベースドの重要性についても理解する。 

本章では、多職種チームによる相談援助の実施が主流となる中で、必要な技術である交渉の技術について理

解を深める。交渉の目的、方法、技術の基盤となる理念についても理解する。 

本章では、社会福祉援助の過程における契約の意義、方法、留意点について学習していくことを目的とする。

特に、契約の際の合意について、さらに口頭契約と文書契約の意義と相違点について理解する。 

学習指導
 
 
第 8 章 相談援助のための契約の技術 

この章ポイント 

 

 

 

第 9 章 相談援助のためのアセスメントの技術 
この章ポイント 

 

 

 

 
第 10 章 相談援助のための介入の技術 

この章ポイント 

 

 

 
 
第 11 章 相談援助のための経過観察（モニタリング）、再アセスメント、効果測定、評価の技術 

この章ポイント 

 

 

 
 
第 12 章 相談援助のための面接技術 

この章ポイント 

 
 

 

 

第 13 章 相談援助のための記録の技術 

この章ポイント 

 
 

 

第 14 章 相談援助のための交渉の技術 

この章ポイント 
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地域福祉の理論と方法では、地域福祉の歴史的展開を踏まえ、新しい地域福祉の展開について、その理論、

方法を体系的に理解する。また、地域での自立生活を支援していくためのサービスシステム、地域ケアのあり

方や地域福祉の主体形成の意義、推進体制の展開方法などを修得する。 

なお、本科目に関するテキストをはじめ、参考テキスト・資料等により、基本的知識や地域福祉の動向を修

得する。 

科目単位認定試験により評価。 

 1) 新しい社会福祉システムについて説明できる 

 2) 地域福祉の基本的考え方を説明できる。 

 3) 地域福祉の主体形成と福祉教育の方法について説明できる。 

 4) コミュニティソーシャルワークと専門職の役割について説明できる。 

 5) 行政組織と民間組織の役割の実際について説明できる。 

 6) 住民の参加と方法について説明できる。 

 7) ソーシャルサポートネットワークについて説明できる。 

 8) 地域における社会資源の活用・調整開発について説明できる。 

 9) 地域における福祉ニーズの把握方法について説明できる。 

10) 地域トータルケアシステムの構築と実際 

11) 地域における福祉サービスの評価方法について説明できる。 

12) 災害支援の考え方と地域福祉のあり方について説明できる。 

13) 日本の地域福祉に影響を与えた海外の考え方を説明できる。 

 
 
 
 
担当教員  山﨑 睦男 

■使用テキスト 
福祉士養成講座編集委員会(編)『新･社会福祉士養成講座第 9 巻 地域福祉の理論と方法 第 3 版』

中央法規出版 2015 

◆参考テキスト 

 資料等 

日本地域福祉学会(編)「新 地域福祉事典」中央法規 2006 

厚生労働省「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会」報告書

2000 

厚生労働省・援護局「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」2008 

社会福祉法 

厚生労働省「社会保障審議会生活困窮者の生活支援のあり方に関する特別部会報告書」2015

厚生労働省「「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部関係資料」2016～ 

「月刊福祉」全国社会福祉協議会 毎月発行 

 
講義概要・一般目標 

 

 

 

 

 

 

 
到達目標

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実務経験のある教員による教育 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価方法

地域福祉の理論と方法 
専門教育科目／4 単位／T 授業 

科目担当者（山﨑）は、地域福祉の実践現場（社会福祉協議会）での 5 年以上の実務経験に基づき、実践的な視

点から「地域福祉の理論と方法」の習得を目的とした添削指導を行う。 
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日本の戦前・戦後復興期の地域福祉の歴史を学び、社会福祉における新しい考え方および新しい福祉サービ

スシステムとしての位置づけを理解する。 

1960 年代の地域福祉の概念化と理論化からその後の地域福祉論の展開を学び、地域福祉における地域の捉

え方や地域福祉のあり方など基本的な考え方を学ぶ。 

地域福祉推進にとって、福祉教育は欠かせない重要な理念であり方法の一つであることを理解し、地域福祉

の主体形成の意味について理解する。 

社会福祉サービスの提供組織は、行政や社会福祉法人、社会福祉協議会をはじめ民間組織や団体へと拡大し

てきている現状において、地域福祉の推進に果たす役割について検証するとともに、地域福祉計画や地域福祉

活動計画についての概要を理解する。 

新たな地域福祉実践の考え方として、コミュニティソーシャルワーク機能が必要とされている。その基本的

な展開プロセスを学び、それぞれの専門職の役割を理解する。 

地域福祉の推進主体として、地域住民が位置づけられるが、その住民参加の意義と役割、方法について理解する。 

地域福祉実践の視点から、地域における生活者としてサービス利用者を支援していくための方法について、

ソーシャルサポートネットワークの考え方とその活用方法について理解し、コミュニティソーシャルワークの

実際を学ぶ。 

地域福祉を推進していくためには、保健・医療・福祉に限らず、教育・環境・産業などの資源の活用が求め

られている現状にあることから、社会資源をどのように捉え活用していくのか、また、新たな社会資源の開発

も含めてその展開方法を学ぶ。 

地域における福祉ニーズは、複雑化、多様化、潜在化している状況にあり、地域の特性を踏まえどのような

ニーズがあるのかを理解するとともに、ニーズを把握する方法を学ぶ。 

 
学習指導

 

第 1 章 新しい社会福祉システム 

この章のポイント 

 

 

 

第 2 章 地域福祉の基本的な考え方 

この章のポイント 

 

 

 

第 3 章 地域福祉の主体と福祉教育 

この章のポイント 

 

 
 

第 4 章 行政組織と民間組織の役割と実際 

この章のポイント 

 

 

 
 

第 5 章 コミュニティソーシャルワークと専門職の役割 

この章のポイント 

 

 
 

第 6 章 住民の参加と方法 

この章のポイント 

 
 

第 7 章 ソーシャルサポートネットワーク 

この章のポイント 

 

 

 
 

第 8 章 地域における社会資源の活用・調整・開発 

この章のポイント 

 

 

 
 

第 9 章 地域における福祉ニーズの把握方法と実際 

この章のポイント 
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地域での自立生活を支援するための地域トータルケアシステムの必要性について理解し、そのシステムの構

築のために保健・医療・福祉の連携のあり方、その展開方法を学ぶ。 

個人の尊厳と自己実現を目指す福祉サービスの提供のあり方は、質量ともに高いものが求められる。質を確

保し、向上させていくための取り組みとして、どのような評価方法を確立していくことが必要であるのか、福

祉サービスの評価方法を理解する。 

日本の地域福祉は、イギリスやアメリカなどの影響を受けながら発展してきた経緯があり、諸外国での理論

や実践を学ぶとともに、グローバル化が進む今日において、国際的な視点ももった地域福祉の推進方法を理解

する。 

災害支援の考え方、法制度や災害後の生活課題を理解することにより、災害支援に求められる地域福祉実践

の視点や方法について学ぶ。 

第 10 章 地域トータルケアシステムの構築と実際 

この章のポイント 

 

 
 

第 11 章 地域のおける福祉サービスの評価方法と実際 

この章のポイント 

 

 

 
 

第 12 章 災害支援と地域福祉 

この章のポイント 

 

 

 

第 13 章 日本の地域福祉に影響を与えた海外の考え方 

この章のポイント 
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現代の市民社会で生活している者は、対等・平等であることが原則であるから、自分での意見はお互いに主

張し合って、調和点を見つけながら、社会生活を営むことができる。 

近年、社会福祉の分野でも社会福祉基礎構造改革から社会福祉法の改正に伴い、社会福祉のサービス利用の

システムが「措置制度」から「契約」に転換し、利用者とサービス提供者との「契約」に基づき諸々の福祉サ

ービスが提供されている。 

しかし、社会福祉士が相談援助等で接する人の中には、高齢のために身体的にも精神的にも衰えている人、

障がいを有するために自分の意思を十分に表明できない人などが存在する。このような人達は、判断能力の点

で援助を必要としている要援護者であることが多い。だからこそ、「援助」の名の下に人権侵害をしないよう

に、相手の立場に立って考えられることのできる鋭い人権感覚が求められる。 

そこで、この科目では、相談援助を展開する上で、想定される法律問題を「福祉サービスの利用と契約」「消

費者被害と消費者保護」「自己破産と保証」「行政処分と不服申立」など実際の相談でよくある問題に対応が

できるために、基礎的に日本国憲法や行政法、民法などの法制度を学習し、具体的に成年後見制度や関連制度

の内容を理解することで、誰のための何の権利擁護を実践しなければならいのかを明らかにし、社会福祉士と

して果たすべき使命と役割を理解し鋭い人権感覚を涵養する。 

科目単位認定試験により評価。 

1) 本講座では、権利侵害を受けやすい市民を守る上での必要な知識、制度を説明できる 

2) 特に成年後見制度やそれに関連する諸制度の申立てから実践までの一連の課程で、ソーシャルワーカーが関

  わる必要性について理解を深め成年後見人としての業務が遂行できる基礎を理解し、合わせて説明できるよ

  うになる。 

 
 
 
 
担当教員  日田 剛 

■使用テキスト 
社会福祉士養成講座編集委員会(編) 

『新･社会福祉士養成講座第19巻 権利擁護と成年後見制度 第4版』中央法規出版 2014 

◆参考テキスト 

日本社会福祉士会 (編) 

権利擁護と成年後見実践―社会福祉士のための成年後見入門 民事法研究会 2009 

田中 亮一（著） 

Q&A「成年後見」実務ハンドブック【改訂版】 セルバ出版 2009 

権利擁護研究会（編） 

ソーシャルワークと権利擁護“契約”時代の利用者支援を考える 中央法規出版 2001 

 
講義概要・一般目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

到達目標
 
 
 
 
 
 

実務経験のある教員による教育 
 
 
 
 
 
 

評価方法
 
 
 

権利擁護と成年後見制度 
専門教育科目／1 単位／Ｔ授業

実務経験（成年後見人等 10年）のある担当教員（日田）による実践に即した指導をおこなう。 



 2

権利擁護に向けた相談援助の活動において想定される法律問題を第１節で学習することによって、法制度が

相談援助の活動と密接に関連していることを理解する。第２節以降では、社会福祉士として権利擁護の役割を

担うための法制度はどのようなものがあるのか理解する。 

社会福祉士が成年後見制度の担い手として、法律専門職とともに権利擁護の役割を果たす意味を成年後見制

度の基本的な仕組みや申立ての流れを学習することによって理解する。 

また、最近の動向を踏まえ、後見事務のあり方など制度の課題を理解する。 

日常生活自立支援事業が成年後見制度と車の両輪と位置づけられるのは何故なのかを第１節で学習し、成

年後見制度との相違点や特徴を第２節でさらに学習することによって、この両者は相互に補完し合う形で機能

を果たしていることを理解する。 

現代の市民生活においては、私的自治の原則により、後見申立て費用や報酬は自分自身が負担すべきである。 

しかし、経済的理由で費用や報酬の支払いができない人は、成年後見制度を利用できないといった事態に陥

るため、市長村が行う成年後見制度の利用を支援する事業を創設した。 

第１節では成年後見制度利用支援事業の変遷を学習し、第２節で福祉行政が経済的理由で費用や報酬の

支払いができない人に対してどのように支援していくかを学習することによってより成年後見制度の理解を

深める。 

第１節で成年後見制度の根幹である家庭裁判所の役割を学習し、制度を支える法務局、市長村、社会福祉協

議会、児童相談所の役割を第２節以降で学習する。成年後見制度が多くの組織や団体によって支えられ、各々

が固有のサービスを提供しているため、社会福祉士はその役割や業務内容をいかに理解し、いつでも相談でき

るような体制を日頃から構築しておくことが重要であるかを理解する。 

後見を担う親族がいない場合や親族がいても困難な場合は第三者である専門家に後見を依頼することにな

る。その際、本人の状況によっては財産管理に優れた法律家に依頼したり、身上監護を得意とする社会福祉士

に依頼したりすることになる。この章では、成年後見制度を含めた権利擁護制度にかかわる専門職の役割を学

習するが、いずれの専門職においても鋭い人権感覚が必要であることを理解する。 

認知症を有する高齢者の虐待事例や重度知的障がい者の虐待事例から成年後見活動の実際を第１節から３

節で学習する。さらに第４節で市長村長申立ての事例を学習することによって成年後見人等の役割と市長村の

役割をより明確に理解する。 

学習指導
 

第 1 章 相談援助の活動と法 

この章のポイント 

 

 

 

 

第 2 章 成年後見制度 

この章のポイント 

 

 

 

 

第 3 章 日常生活自立支援事業 

この章のポイント 

 

 
 
 
第 4 章 成年後見制度利用支援事業 

この章のポイント 

 

 
 

 

 

 

 

第 5 章 権利擁護にかかわる組織・団体 

この章のポイント 

 

 
 
 

 

第 6 章 権利擁護にかかわる専門職の役割 

この章のポイント 

  

 
 

 

 

第 7 章 成年後見活動の実際 
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この章では、ソーシャルワーク実践は、児童から高齢者、障がい者、ホームレスの人などを対象にした幅の

広い支援が必要であり、そのためには医療や福祉の知識だけでなく、総合的な知識が必要なことを、児童虐待、

高齢者虐待、アルコール依存者、非行少年、ホームレス、多問題重複ケースの事例を通して学習する。 

さらに、社会福祉士は、支援を必要としている人々の生活と権利を擁護することが、社会福祉士という専門

職の価値と原則を具体化するものとしてとらえ、権利擁護制度を理解し、積極的に活用していく力が求められ

ていることを再確認する。 
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